
 

 

 

 

 

 

 

国土交通省では、河川の整備や利用、環境に関する地域の声を把握し、地域との連携を図る

ことを目的に「河川愛護モニター」を設置しており、下記のとおり募集しています。 

 

 

１． 活動期間 

令和５年７月１日～令和６年６月３０日（１年間） 

 

２． 活動内容 

日常生活の範囲内で、河川をモニタリングし、知り得た情報（ゴミの投棄や危険箇所の発見 

地域からの河川に関する要望など）を月１回報告していただきます。 

 

３． 応募対象 

次の河川愛護モニター区間の近隣にお住まいで、河川に関心のある方。 

① 最上川河川公園周辺    （酒田市落野目周辺） 

② 松山ふれあい公園周辺  （酒田市竹田周辺） 

③ 赤川河川公園周辺     （鶴岡市大宝寺字立野他周辺） 

④ 櫛引総合運動公園周辺  （鶴岡市三千刈周辺） 

区間は別紙のとおりです。 

 

４． 応募人数 

河川愛護モニター区間各１名 計４名 

 

５． 報酬 

月額４，５００円程度 

 

６． 応募方法 

次の事項を記載した履歴書を送付してください。 

① 町内会、ＰＴＡ等の地域活動の経験の有無や参加状況等 

② 希望モニター区間 

令和５年５月１２日（金）必着 

※多数の応募があった場合は、選考となります。 

 

７． 応募・問い合わせ先 

〒９９８－００１１ 山形県酒田市上安町一丁目２－１ 

国土交通省 酒田河川国道事務所 河川管理課 河川管理係 

電話 ０２３４－２７－３４９７（河川管理課直通） 

 

あなたの声でより良い河川に 

～ 河川愛護モニター募集 ～ 
 



別紙

①最上川河川公園周辺
(酒田市落野目周辺)

モニター区間５．１ｋｍ

②松山ふれあい公園周辺
(酒田市竹田周辺)

モニター区間５．２ｋｍ

出展：地理院地図に担当区域を追記して掲載



別紙

③赤川河川公園周辺
(鶴岡市大宝寺字立野他周辺)
モニター区間５．４ｋｍ

④櫛引総合運動公園周辺
(鶴岡市三千刈周辺)

モニター区間５．２ｋｍ

出展：地理院地図に担当区域を追記して掲載


